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出来形管理基準及び規格値（案）

改定理由

編-章-節-条-項 編 章 節 条 枝番 工　　　　　種 測　　定　　箇　　所 摘　要 編 章 節 条 枝番 工　　　　　種 測　　定　　箇　　所 摘　要頁

現行（令和４年版） 改定案（令和５年版）

測　定　項　目 規　格　値 測　　定　　基　　準 測　定　項　目 規　格　値 測　　定　　基　　準

10-6-4-3 P. 442

10
道
路
編

６
ト
ン
ネ
ル
（

Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｍ
）

４
支
保
工

３ 吹付工 10-6-4-3 10
道
路
編

６
ト
ン
ネ
ル
（

Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｍ
）

４
支
保
工

３ 吹付工 10-6-4-3 脱字

8-1-9-5-1 P. 418

3-2-10-10 P. 383

3-2-3-24-2 P. 328

1-3-7-4 P. 319

±50

袖
　
部

袖高▽

幅ｗ2

8-1-9-5

長さℓ1，ℓ2

幅ｗ1，ｗ3

下流側倒れ△

測定箇所追加

１．図面に表示してある箇所で測定。
２．ダブルウォール構造の場合は、堤
高、幅、袖高は＋の規格値は適用しな
い。

測定箇所　脱
字

測定箇所の文字

文字の場所

設計吹付け厚以上。た
だし、良好な岩盤で施
工端部、突出部等の特
殊な箇所は設計吹付け
厚の1／3以上を確保す
るものとする。

±50

１ 鋼製堰堤本体工

（不透過型）

水
通
し
部

堤高▽

±50

±100

±50

±0.02Ｈ1

下流側倒れ△ ±0.02Ｈ2

施工延長40ｍ毎に図に示す。
（1）～（7）および断面変化点の検測
孔を測定。
注）良好な岩盤とは、「道路トンネル
技術基準（構造編）・同解説」にいう
地盤等級Ａ又はＢに該当する地盤とす
る。

吹付け厚さ 設計吹付け厚以上。た
だし、良好な岩盤で施
工端部、突出部等の特
殊な箇所は設計吹付け
厚の1／3以上を確保す
るものとする。

吹付け厚さ

8-1-9-5 ８
砂
防
編

１
砂
防
堰
堤

±0.02Ｈ1

水
通
し
部

±50

下流側倒れ△

袖高▽

±100

±50

±0.02Ｈ2

長さℓ1，ℓ2

幅ｗ1，ｗ3

施工延長40ｍ毎に図に示す。
（1）～（7）および断面変化点の検測
孔を測定。
注）良好な岩盤とは、「道路トンネル
技術基準（構造編）」にいう地盤等級
Ａ又はＢに該当する地盤とする。

８
砂
防
編

１
砂
防
堰
堤

９
鋼
製
堰
堤
工

５

10
仮
設
工

10

壁体長Ｌ －200

±50
２
一
般
施
工

Ｄ／4以内

３
土
木
工
事
共
通
編

２
一
般
施
工

10
仮
設
工

10
基準高▽ ±50

変位ｄ Ｄ／4以内

基準高は施工延長40m（測点間隔25mの
場合は50m）につき1ヶ所。延長40m
（又は50m）以下のものについては1施
工箇所につき2ヶ所。
変位は施工延長20m（測点間隔25mの場
合は25m）につき1ヶ所。延長20m（又
は25m）以下のものは1施工箇所につき
2ヶ所。

3-2-3-24

橋軸方向各点
誤差の相対差

3
橋軸方向各点
誤差の相対差

歯咬み合い部の縦方向
間隔Ｗ₁

±2

歯咬み合い部の横方向
間隔Ｗ₂

歯型板面の歯咬み合い
部の高低差

歯咬み合い部の縦方向
間隔Ｗ₁

3-2-3-24 ３
土
木
工
事
共
通
編

２
一
般
施
工

歯型板面の歯咬み合い
部の高低差

伸縮装置工

（鋼製フィンガージョ
イント）

高さ

据付け高さ ±3
高さについては車道端部、中央部にお
いて橋軸方向に各3点計9点

表面の凹凸は長手方向(橋軸直角方
向）に3mの直線定規で測って凹凸が3
㎜以下

歯咬み合い部は車道端部、中央部の計
3点

仕上げ高さ
舗装面に対し

0～－2
仕上げ高さ

舗装面に対し
0～－2

５１．図面に表示してある箇所で測定。
２．ダブルウォール構造の場合は、堤
高、幅、袖高は＋の規格値は適用しな
い。

袖
　
部

１ 鋼製堰堤本体工

（不透過型）
堤高▽

幅ｗ2

下流側倒れ△

±50

±50

３
土
木
工
事
共
通
編

２
一
般
施
工

３
共
通
的
工
種

24 ２

９
鋼
製
堰
堤
工

伸縮装置工

（鋼製フィンガージョ
イント）

高さ

据付け高さ ±3
高さについては車道端部、中央部にお
いて橋軸方向に各3点計9点

表面の凹凸は長手方向(橋軸直角方
向）に3mの直線定規で測って凹凸が3
㎜以下

歯咬み合い部は車道端部、中央部の計
3点

2

±2

3

表面の凹凸

３
共
通
的
工
種

24 ２

±5
歯咬み合い部の横方向

間隔Ｗ₂
±5

3 表面の凹凸 3

2

3-2-10-9地中連続壁工
（柱列式）

－50 連壁の長さℓ －50

基準高▽
基準高は施工延長40m（測点間隔25mの
場合は50m）につき1ヶ所。延長40m
（又は50m）以下のものについては1施
工箇所につき2ヶ所。
変位は施工延長20m（測点間隔25mの場
合は25m）につき1ヶ所。延長20m（又
は25m）以下のものは1施工箇所につき
2ヶ所。

3-2-10-9
Ｄ：杭径

３
土
木
工
事
共
通
編

連壁の長さℓ

壁体長Ｌ －200

地中連続壁工
（柱列式）

変位ｄ

1-3-7-4
±φ

１
共
通
編

３
無
筋
、

鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー

ト

７
鉄
筋
工

４ 組立て １
共
通
編

組立て
平均間隔ｄ

かぶりｔ
設計かぶり±φかつ

最小かぶり以上

Ｄ：ｎ本間の延長
ｎ：10本程度とする
φ：鉄筋径

工事の規模に応じて、1リフト、1ロッ
ト当たりに対して各面で1箇所以上測
定する。最小かぶりは、コンクリート
標準示方書（設計編：標準 7編 2章
2.1）参照。ただし、道路橋示方書の
適用を受ける橋については、道路橋示
方書(Ⅲコンクリート橋・コンクリー
ト部材編 5.2)による。
 
注1）重要構造物 かつ主鉄筋について
適用する。

注2）橋梁コンクリート床版桁（ＰＣ
橋含む）の鉄筋については、第3編3-
2-18-2床版工を適用する。

注3）新設のコンクリート構造物（橋
梁上・下部工及び重要構造物である内
空断面積25㎡以上のボックスカルバー
ト（工場製作のプレキャスト製品は全
ての工種において対象外））の鉄筋の
配筋状況及びかぶりについては、「非
破壊試験によるコンクリート構造物中
の配筋状態及びかぶり測定要領」も併
せて適用する。

４
平均間隔ｄ ±φ

1-3-7-4

かぶりｔ
±φかつ

最小かぶり以上

Ｄ：ｎ本間の延長
ｎ：10本程度とする
φ：鉄筋径

工事の規模に応じて、1リフト、1ロッ
ト当たりに対して各面で1箇所以上測
定する。最小かぶりは、コンクリート
標準示方書（設計編：標準 7編 2章
2.1）参照。ただし、道路橋示方書の
適用を受ける橋については、道路橋示
方書(Ⅲコンクリート橋・コンクリー
ト部材編 5.2)による。
 
注1）重要構造物 かつ主鉄筋について
適用する。

注2）橋梁コンクリート床版桁（ＰＣ
橋含む）の鉄筋については、第3編3-
2-18-2床版工を適用する。

注3）新設のコンクリート構造物（橋
梁上・下部工及び重要構造物である内
空断面積25㎡以上のボックスカルバー
ト（工場製作のプレキャスト製品は全
ての工種において対象外））の鉄筋の
配筋状況及びかぶりについては、「非
破壊試験によるコンクリート構造物中
の配筋状態及びかぶり測定要領」も併
せて適用する。

３
無
筋
、

鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー

ト

７
鉄
筋
工

舗装⾯ 仕上げ⾼さ

あと打ち

C.L

ｔ

Ｄ

W1

A
B

W2

⻭型板⾯の⻭咬み
あい部の⾼低差：
咬みあい部中⼼Ａ，

C.L

1

n
Dd
1


n
Dd
1


n
Dd

C.L

橋軸⽅向

舗装⾯ 仕上げ⾼さ

あと打ち

C.L

ｔ

Ｄ

W1

A
B

W2

⻭型板⾯の⻭咬み
合い部の⾼低差：
咬み合い部中⼼Ａ，

C.L

1

n
Dd
1


n
Dd
1


n
Dd

C.L

橋軸⽅向

Ｄ：杭径

ℓ

Ｄ

Ｌ

d

ℓ

Ｄ

Ｌ

d

ℓ1

ℓ2

Ｈ2

ｗ Δ

Ｈ1

ｗ3

ｗ1
ℓ1

ℓ2
Ｈ2

ｗ Δ

Ｈ1

ｗ3

ｗ1

2

吹付コンクリート

インバート

覆工コンクリート(1)
(2) (3)

Ｓ.Ｌ.

(5)(4)

(6) (7)

ＣＬ

吹付コンクリート

インバート

覆工コンクリート(1)
(2) (3)

Ｓ.Ｌ.

(5)(4)

(6) (7)

ＣＬ

設計かぶり

＋φ

－φ

最小かぶり

コンリート表面

※かぶりとは、鉄筋の最外縁か

らコンクリート表面までの距離

をいう

Ⅰ－2



工　種 種別
試験
区分

試験項目 試験方法 規格値 試験時期・頻度 摘　要
試験成績
表等によ
る確認

適用基準 工　種 種別
試験
区分

試験項目 試験方法 規格値 試験時期・頻度 摘　要
試験成績
表等によ
る確認

適用基準 改定理由

P. 502

1　セメン
ト・コンク
リート（転圧
コンクリー
ト・コンク
リートダム・
覆工コンク
リート・吹付
けコンクリー
トを除く）

材料 その他
（JISマーク
表示された
レディーミ
クストコン
クリートを
使用する場
合は除く）

骨材のふるい分け
試験

JIS A 1102
JIS A 5005
JIS A 5011-1～4
JIS A 5021

設計図書による 工事開始前、工事中1回／月以上及
び産地が変わった場合。

○

[2017年制定]コンクリート
標準示方書　施工編　P199
～200

1　セメン
ト・コンク
リート（転圧
コンクリー
ト・コンク
リートダム・
覆工コンク
リート・吹付
けコンクリー
トを除く）

材料 その他
（JISマーク
表示された
レディーミ
クストコン
クリートを
使用する場
合は除く）

骨材のふるい分け
試験

JIS A 1102
JIS A 5005
JIS A 5011-1～5
JIS A 5021

設計図書による 工事開始前、工事中1回／月以上及
び産地が変わった場合。

○

[2017年制定]コンクリート
標準示方書　施工編　P199
～200

2020制定規格の追加

P. 502

1　セメン
ト・コンク
リート（転圧
コンクリー
ト・コンク
リートダム・
覆工コンク
リート・吹付
けコンクリー
トを除く）

材料 その他
（JISマーク
表示された
レディーミ
クストコン
クリートを
使用する場
合は除く）

骨材の密度及び吸
水率試験

JIS A 1109
JIS A 1110
JIS A 5005
JIS A 5011-1～4
JIS A 5021

絶乾密度：2.5以上
細骨材の吸水率：3.5％以下
粗骨材の吸水率：3.0％以下
（砕砂・砕石、高炉スラグ骨材、
フェロニッケルスラグ細骨材、銅
スラグ細骨材の規格値については
摘要を参照）

工事開始前、工事中1回／月以上及
び産地が変わった場合。

JIS A 5005（コンクリート用砕石
及び砕砂）
JIS A 5011-1（コンクリート用ス
ラグ骨材－第1部：高炉スラグ骨
材）
JIS A 5011-2（コンクリート用ス
ラグ骨材－第2部：フェロニッケル
スラグ骨材）
JIS A 5011-3（コンクリート用ス
ラグ骨材－第3部：銅スラグ骨材）
JIS A 5011-4（コンクリート用ス
ラグ骨材－第4部：電気炉酸化スラ
グ骨材）
JIS A 5021（コンクリート用再生
骨材H）

○

[2017年制定]コンクリート
標準示方書　施工編
P47,P52,P199～200

1　セメン
ト・コンク
リート（転圧
コンクリー
ト・コンク
リートダム・
覆工コンク
リート・吹付
けコンクリー
トを除く）

材料 その他
（JISマーク
表示された
レディーミ
クストコン
クリートを
使用する場
合は除く）

骨材の密度及び吸
水率試験

JIS A 1109
JIS A 1110
JIS A 5005
JIS A 5011-1～5
JIS A 5021

絶乾密度：2.5以上
細骨材の吸水率：3.5％以下
粗骨材の吸水率：3.0％以下
（砕砂・砕石、高炉スラグ骨材、
フェロニッケルスラグ細骨材、銅
スラグ細骨材の規格値については
摘要を参照）

工事開始前、工事中1回／月以上及
び産地が変わった場合。

JIS A 5005（コンクリート用砕石
及び砕砂）
JIS A 5011-1（コンクリート用ス
ラグ骨材－第1部：高炉スラグ骨
材）
JIS A 5011-2（コンクリート用ス
ラグ骨材－第2部：フェロニッケル
スラグ骨材）
JIS A 5011-3（コンクリート用ス
ラグ骨材－第3部：銅スラグ骨材）
JIS A 5011-4（コンクリート用ス
ラグ骨材－第4部：電気炉酸化スラ
グ骨材）
JIS A 5011-5（コンクリート用ス
ラグ骨材－第5部：石炭ガス化スラ
グ骨材）
JIS A 5021（コンクリート用再生
骨材H）

○

[2017年制定]コンクリート
標準示方書　施工編
P47,P52,P199～200

2020制定規格の追加

P. 503

1　セメン
ト・コンク
リート（転圧
コンクリー
ト・コンク
リートダム・
覆工コンク
リート・吹付
けコンクリー
トを除く）

材料 その他
（JISマーク
表示された
レディーミ
クストコン
クリートを
使用する場
合は除く）

ポルトランドセメ
ントの化学分析

JIS R 5202 JIS R 5210（ポルトランドセメン
ト）
JIS R 5211（高炉セメント）
JIS R 5212（シリカセメント）
JIS R 5213（フライアッシュセメ
ント）
JIS R 5214（エコセメント）

工事開始前、工事中1回／月以上

○

[2017年制定]コンクリート
標準示方書　施工編
P42,P197

1　セメン
ト・コンク
リート（転圧
コンクリー
ト・コンク
リートダム・
覆工コンク
リート・吹付
けコンクリー
トを除く）

材料 その他
（JISマーク
表示された
レディーミ
クストコン
クリートを
使用する場
合は除く）

セメントの化学分
析

JIS R 5202 JIS R 5210（ポルトランドセメン
ト）
JIS R 5211（高炉セメント）
JIS R 5212（シリカセメント）
JIS R 5213（フライアッシュセメ
ント）
JIS R 5214（エコセメント）

工事開始前、工事中1回／月以上

○

[2017年制定]コンクリート
標準示方書　施工編
P42,P197

誤植

P. 503

1　セメン
ト・コンク
リート（転圧
コンクリー
ト・コンク
リートダム・
覆工コンク
リート・吹付
けコンクリー
トを除く）

材料 その他
（JISマーク
表示された
レディーミ
クストコン
クリートを
使用する場
合は除く）

セメントの水和熱
測定

JIS R 5203 JIS R 5210（ポルトランドセメン
ト）
JIS R 5211（高炉セメント）
JIS R 5213（フライアッシュセメ
ント）

工事開始前、工事中1回／月以上

○

新規追加

P. 503

1　セメン
ト・コンク
リート（転圧
コンクリー
ト・コンク
リートダム・
覆工コンク
リート・吹付
けコンクリー
トを除く）

材料 その他
（JISマーク
表示された
レディーミ
クストコン
クリートを
使用する場
合は除く）

セメントの蛍光X
線分析方法

JIS R 5204 JIS R 5210（ポルトランドセメン
ト）
JIS R 5211（高炉セメント）
JIS R 5214（エコセメント）

工事開始前、工事中1回／月以上

○

新規追加

P. 504

1　セメン
ト・コンク
リート（転圧
コンクリー
ト・コンク
リートダム・
覆工コンク
リート・吹付
けコンクリー
トを除く）

施工 必須 塩化物総量規制 「コンクリートの
耐久性向上」

原則0.3㎏／㎥以下 コンクリートの打設が午前と午後に
またがる場合は、午前に1回コンク
リート打設前に行い、その試験結果
が塩化物総量の規制値の1／2以下の
場合は、午後の試験を省略すること
ができる。（1試験の測定回数は3回
とする）試験の判定は3回の測定値
の平均値。

・小規模工種※で1工種当りの総使
用量が50㎥未満の場合は1工種1回
以上の試験、またはレディーミク
ストコンクリート工場の品質証明
書等のみとすることができる。1工
種当たりの総使用量が50㎥以上の
場合は、50㎥ごとに1回の試験を行
う。
・骨材に海砂を使用する場合は、
「海砂の塩化物イオン含有率試験
方法」（JSCE-C 502-2018、503-
2018）または設計図書の規定によ
り行う。
・用心鉄筋等を有さない無筋構造
物の場合は省略できる。

※小規模工種とは、以下の工種を
除く工種とする。（橋台、橋脚、
杭類（場所打杭、井筒基礎等）、
橋梁上部工（桁、床版、高欄
等）、擁壁工（高さ1m以上）、函
渠工、樋門、樋管、水門、水路
（内幅2.0m以上）、護岸、ダム及
び堰、トンネル、舗装、その他こ
れらに類する工種及び特記仕様書
で指定された工種）

[2017年制定]コンクリート
標準示方書　施工編　P203

1　セメン
ト・コンク
リート（転圧
コンクリー
ト・コンク
リートダム・
覆工コンク
リート・吹付
けコンクリー
トを除く）

施工 必須 塩化物総量規制 「コンクリートの
耐久性向上」仕様
書

原則0.3㎏／㎥以下 コンクリートの打設が午前と午後に
またがる場合は、午前に1回コンク
リート打設前に行い、その試験結果
が塩化物総量の規制値の1／2以下の
場合は、午後の試験を省略すること
ができる。（1試験の測定回数は3回
とする）試験の判定は3回の測定値
の平均値。

・小規模工種※で1工種当りの総使
用量が50㎥未満の場合は1工種1回
以上の試験、またはレディーミク
ストコンクリート工場の品質証明
書等のみとすることができる。1工
種当たりの総使用量が50㎥以上の
場合は、50㎥ごとに1回の試験を行
う。
・骨材に海砂を使用する場合は、
「海砂の塩化物イオン含有率試験
方法」（JSCE-C 502-2018、503-
2018）または設計図書の規定によ
り行う。
・用心鉄筋等を有さない無筋構造
物の場合は省略できる。

※小規模工種とは、以下の工種を
除く工種とする。（橋台、橋脚、
杭類（場所打杭、井筒基礎等）、
橋梁上部工（桁、床版、高欄
等）、擁壁工（高さ1m以上）、函
渠工、樋門、樋管、水門、水路
（内幅2.0m以上）、護岸、ダム及
び堰、トンネル、舗装、その他こ
れらに類する工種及び特記仕様書
で指定された工種）

[2017年制定]コンクリート
標準示方書　施工編　P203

訂正

P. 506-1

1　セメン
ト・コンク
リート（転圧
コンクリー
ト・コンク
リートダム・
覆工コンク
リート・吹付
けコンクリー
トを除く）

施工後試験 必須 テストハンマーに
よる強度推定調査

JSCE-G 504-2013 設計基準強度 鉄筋コンクリート擁壁及びカルバー
ト類で行う。その他の構造物につい
ては強度が同じブロックを1構造物
の単位とし、各単位につき3ヶ所の
調査を実施。また、調査の結果、平
均値が設計基準強度を下回った場合
と、1回の試験結果が設計基準強度
の85％以下となった場合は、その箇
所の周辺において、再調査を5ヶ所
実施。
材齢28日～91日の間に試験を行う。

高さが、5m以上の鉄筋コンクリー
ト擁壁、内空断面積が25㎡以上の
鉄筋コンクリートカルバート類、
橋梁上・下部工及び高さが3m以上
の堰・水門・樋門を対象。（ただ
しいずれの工種についてもプレ
キャスト製品及びプレストレスト
コンクリートは対象としない。）
また、再調査の平均強度が、所定
の強度が得られない場合、もしく
は1ヶ所の強度が設計強度の85％を
下回った場合は、コアによる強度
試験を行う。
工期等により、基準期間内に調査
を行えない場合は監督職員と協議
するものとする。

[2018年制定]コンクリート
標準示方書　規準編（土木
学会規準）P364

「硬化コンクリートのテス
トハンマー強度の試験方
法」

1　セメン
ト・コンク
リート（転圧
コンクリー
ト・コンク
リートダム・
覆工コンク
リート・吹付
けコンクリー
トを除く）

施工後試験 必須 テストハンマーに
よる強度推定調査

JSCE-G 504-2013 設計基準強度 鉄筋コンクリート擁壁及びカルバー
ト類については目地間、その他の構
造物については強度が同じブロック
を1構造物の単位とし、各単位につ
き３カ所の調査を実施する。
また、調査の結果、平均値が設計基
準強度を下回った場合と、1回の試
験結果が設計基準強度の85％以下と
なった場合は、その箇所の周辺にお
いて、再調査を5カ所実施。
材齢28日～91日の間に試験を行う。

高さが、5m以上の鉄筋コンクリー
ト擁壁、内空断面積が25㎡以上の
鉄筋コンクリートカルバート類、
橋梁上・下部工及び高さが3m以上
の堰・水門・樋門を対象。（ただ
しいずれの工種についてもプレ
キャスト製品及びプレストレスト
コンクリートは対象としない。）
また、再調査の平均強度が、所定
の強度が得られない場合、もしく
は1ヶ所の強度が設計強度の85％を
下回った場合は、コアによる強度
試験を行う。
工期等により、基準期間内に調査
を行えない場合は監督職員と協議
するものとする。

[2018年制定]コンクリート
標準示方書　規準編（土木
学会規準）P364

「硬化コンクリートのテス
トハンマー強度の試験方
法」

鉄筋コンクリート擁壁及
びカルバート類の試験・
頻度の記載の追加

P. 507

4　プレキャ
ストコンク
リート製品
（その他）

材料 必須 コンクリートの塩
化物総量規制

「コンクリートの
耐久性向上」

原則0.3㎏／㎥以下 1回／月以上
（塩化物量の多い砂の場合1回以上
／週）

○

4　プレキャ
ストコンク
リート製品
（その他）

材料 必須 コンクリートの塩
化物総量規制

「コンクリートの
耐久性向上」仕様
書

原則0.3㎏／㎥以下 1回／月以上
（塩化物量の多い砂の場合1回以上
／週）

○

訂正

P. 508

4　プレキャ
ストコンク
リート製品
（その他）

材料 その他
（JISマーク
表示された
レディーミ
クストコン
クリートを
使用する場
合は除く）

骨材のふるい分け
試験
（粒度・粗粒率）

JIS A 1102
JIS A 5005
JIS A 5011-1～4
JIS A 5021

JIS A 5364
JIS A 5308

1回／月以上及び産地が変わった場
合。

○

4　プレキャ
ストコンク
リート製品
（その他）

材料 その他
（JISマーク
表示された
レディーミ
クストコン
クリートを
使用する場
合は除く）

骨材のふるい分け
試験
（粒度・粗粒率）

JIS A 1102
JIS A 5005
JIS A 5011-1～5
JIS A 5021

JIS A 5364
JIS A 5308

1回／月以上及び産地が変わった場
合。

○

2020制定規格の追加

P. 508

4　プレキャ
ストコンク
リート製品
（その他）

材料 その他
（JISマーク
表示された
レディーミ
クストコン
クリートを
使用する場
合は除く）

骨材の密度及び吸
水率試験

JIS A 1109
JIS A 1110
JIS A 5005
JIS A 5011-1～4
JIS A 5021

JIS A 5364
JIS A 5308

1回／月以上及び産地が変わった場
合。

JIS A 5005（コンクリート用砕石
及び砕砂）
JIS A 5011-1（コンクリート用ス
ラグ骨材－第1部：高炉スラグ骨
材）
JIS A 5011-2（コンクリート用ス
ラグ骨材－第2部：フェロニッケル
スラグ骨材）
JIS A 5011-3（コンクリート用ス
ラグ骨材－第3部：銅スラグ骨材）
JIS A 5011-4（コンクリート用ス
ラグ骨材－第4部：電気炉酸化スラ
グ骨材）
JIS A 5021（コンクリート用再生
骨材H）

○

4　プレキャ
ストコンク
リート製品
（その他）

材料 その他
（JISマーク
表示された
レディーミ
クストコン
クリートを
使用する場
合は除く）

骨材の密度及び吸
水率試験

JIS A 1109
JIS A 1110
JIS A 5005
JIS A 5011-1～5
JIS A 5021

JIS A 5364
JIS A 5308

1回／月以上及び産地が変わった場
合。

JIS A 5005（コンクリート用砕石
及び砕砂）
JIS A 5011-1（コンクリート用ス
ラグ骨材－第1部：高炉スラグ骨
材）
JIS A 5011-2（コンクリート用ス
ラグ骨材－第2部：フェロニッケル
スラグ骨材）
JIS A 5011-3（コンクリート用ス
ラグ骨材－第3部：銅スラグ骨材）
JIS A 5011-4（コンクリート用ス
ラグ骨材－第4部：電気炉酸化スラ
グ骨材）
JIS A 5011-5（コンクリート用ス
ラグ骨材－第5部：石炭ガス化スラ
グ骨材）
JIS A 5021（コンクリート用再生
骨材H）

○

2020制定規格の追加

頁

現行（令和4年版） 改定案（令和5年版）
品質管理基準及び規格値（案） 品質管理基準及び規格値（案）
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工　種 種別
試験
区分

試験項目 試験方法 規格値 試験時期・頻度 摘　要
試験成績
表等によ
る確認

適用基準 工　種 種別
試験
区分

試験項目 試験方法 規格値 試験時期・頻度 摘　要
試験成績
表等によ
る確認

適用基準 改定理由頁

現行（令和4年版） 改定案（令和5年版）
品質管理基準及び規格値（案） 品質管理基準及び規格値（案）

P. 519

11　アスファ
ルト舗装

材料 必須 フィラーの粒度試
験

JIS A 5008 「舗装施工便覧」表3.3.17によ
る。

・中規模以上の工事：施工前、材料
変更時
・小規模以下の工事：施工前

・中規模以上の工事とは、管理図
を描いた上での管理が可能な工事
をいい、舗装施工面積が10,000㎡
あるいは使用する基層及び表層用
混合物の総使用量が3,000t以上の
場合が該当する。
・小規模工事は管理結果を施工管
理に反映できる規模の工事をい
い、同一工種の施工が数日連続す
る場合で、以下のいずれかに該当
するものをいう。
①施工面積で1,000㎡以上10,000㎡
未満
②使用する基層及び表層用混合物
の総使用量が500t以上3,000ｔ未満
（コンクリートでは400㎥以上
1,000㎥未満）。
ただし、以下に該当するものにつ
いても小規模工事として取り扱う
ものとする。
１）アスファルト舗装：同一配合
の合材が100t以上のもの

○

舗装施工便覧　平成18年2月
P35,250～251

11　アスファ
ルト舗装

材料 必須 フィラー（舗装用
石灰石粉）の粒度
試験

JIS A 5008 「舗装施工便覧」表3.3.17によ
る。

・中規模以上の工事：施工前、材料
変更時
・小規模以下の工事：施工前

・中規模以上の工事とは、管理図
を描いた上での管理が可能な工事
をいい、舗装施工面積が10,000㎡
あるいは使用する基層及び表層用
混合物の総使用量が3,000t以上の
場合が該当する。
・小規模工事は管理結果を施工管
理に反映できる規模の工事をい
い、同一工種の施工が数日連続す
る場合で、以下のいずれかに該当
するものをいう。
①施工面積で1,000㎡以上10,000㎡
未満
②使用する基層及び表層用混合物
の総使用量が500t以上3,000ｔ未満
（コンクリートでは400㎥以上
1,000㎥未満）。
ただし、以下に該当するものにつ
いても小規模工事として取り扱う
ものとする。
１）アスファルト舗装：同一配合
の合材が100t以上のもの

○

舗装施工便覧　平成18年2月
P35,250～251

JIS　A　5008の箇所の
み加筆

P. 519

11　アスファ
ルト舗装

材料 必須 フィラーの水分試
験

JIS A 5008 1％以下 ・中規模以上の工事：施工前、材料
変更時
・小規模以下の工事：施工前

・中規模以上の工事とは、管理図
を描いた上での管理が可能な工事
をいい、舗装施工面積が10,000㎡
あるいは使用する基層及び表層用
混合物の総使用量が3,000t以上の
場合が該当する。
・小規模工事は管理結果を施工管
理に反映できる規模の工事をい
い、同一工種の施工が数日連続す
る場合で、以下のいずれかに該当
するものをいう。
①施工面積で1,000㎡以上10,000㎡
未満
②使用する基層及び表層用混合物
の総使用量が500t以上3,000ｔ未満
（コンクリートでは400㎥以上
1,000㎥未満）。
ただし、以下に該当するものにつ
いても小規模工事として取り扱う
ものとする。
１）アスファルト舗装：同一配合
の合材が100t以上のもの

○

舗装施工便覧　平成18年2月
P35,250～251

11　アスファ
ルト舗装

材料 必須 フィラー（舗装用
石灰石粉）の水分
試験

JIS A 5008 1％以下 ・中規模以上の工事：施工前、材料
変更時
・小規模以下の工事：施工前

・中規模以上の工事とは、管理図
を描いた上での管理が可能な工事
をいい、舗装施工面積が10,000㎡
あるいは使用する基層及び表層用
混合物の総使用量が3,000t以上の
場合が該当する。
・小規模工事は管理結果を施工管
理に反映できる規模の工事をい
い、同一工種の施工が数日連続す
る場合で、以下のいずれかに該当
するものをいう。
①施工面積で1,000㎡以上10,000㎡
未満
②使用する基層及び表層用混合物
の総使用量が500t以上3,000ｔ未満
（コンクリートでは400㎥以上
1,000㎥未満）。
ただし、以下に該当するものにつ
いても小規模工事として取り扱う
ものとする。
１）アスファルト舗装：同一配合
の合材が100t以上のもの

○

舗装施工便覧　平成18年2月
P35,250～251

JIS　A　5008の箇所の
み加筆

P. 522

11　アスファ
ルト舗装

舗設現場 必須 温度測定（初転圧
前）

温度計による。 110℃以上 随時 測定値の記録は、1日4回（午前・
午後各2回）

舗装施工便覧　平成18年2月
P110,263

11　アスファ
ルト舗装

舗設現場 必須 温度測定（初転圧
前）

温度計による。 110℃以上
※ただし、混合物の種類によって
敷均しが困難な場合や、中温化技
術により施工性を改善した混合物
を使用する場合、締固め効果の高
いローラを使用する場合などは、
所定の締固め度が得られる範囲
で、適切な温度を設定

随時 測定値の記録は、1日4回（午前・
午後各2回）

舗装施工便覧　平成18年2月
P110,263

P. 525

12　転圧コン
クリート

製造（プラント)
（JISマーク表示
されたレディーミ
クストコンクリー
トを使用する場合
は除く)

その他 ミキサの練混ぜ性
能試験

バッチミキサの場
合：
JIS A 1119
JIS A 8603-1
JIS A 8603-2

コンクリートの練混ぜ量
公称容量の場合：
　コンクリート中のモルタル量の
偏差率：0.8％以下
　コンクリート中の粗骨材量の偏
差率：5％以下
　圧縮強度の偏差率：7.5％以下
　コンクリート中の空気量の偏差
率：10％以下
　コンシステンシー（スランプ）
の偏差率：15％以下

工事開始前及び工事中1回／年以
上。

・総使用量が50㎥未満の場合は1回
以上の試験、またはレディーミク
ストコンクリート工場の品質証明
書等のみとすることができる。

○

[2017年制定]コンクリート
標準示方書　施工編
P95,P202

[2014年制定]舗装標準示方
書　コンクリート舗装編
P213,214,262

12　転圧コン
クリート

製造（プラント)
（JISマーク表示
されたレディーミ
クストコンクリー
トを使用する場合
は除く)

その他 ミキサの練混ぜ性
能試験

バッチミキサの場
合：
JIS A 1119
JIS A 8603-1
JIS A 8603-2

コンクリートの練混ぜ量
公称容量の場合：
　コンクリート内のモルタル量の
偏差率：0.8％以下
　コンクリート内の粗骨材量の偏
差率：5％以下
　圧縮強度の偏差率：7.5％以下
　コンクリート内の空気量の偏差
率：10％以下
　コンシステンシー（スランプ）
の偏差率：15％以下

工事開始前及び工事中1回／年以
上。

・総使用量が50㎥未満の場合は1回
以上の試験、またはレディーミク
ストコンクリート工場の品質証明
書等のみとすることができる。

○

[2017年制定]コンクリート
標準示方書　施工編
P95,P202

[2014年制定]舗装標準示方
書　コンクリート舗装編
P213,214,262

P. 526

13　グースア
スファルト舗
装

材料 必須 フィラーの粒度試
験

JIS A 5008 「舗装施工便覧」表3.3.17によ
る。

・中規模以上の工事：施工前、材料
変更時
・小規模以下の工事：施工前

・中規模以上の工事とは、管理図
を描いた上での管理が可能な工事
をいい、舗装施工面積が10,000㎡
あるいは使用する基層及び表層用
混合物の総使用量が3,000t以上の
場合が該当する。
・小規模工事は管理結果を施工管
理に反映できる規模の工事をい
い、同一工種の施工が数日連続す
る場合で、以下のいずれかに該当
するものをいう。
①施工面積で1,000㎡以上10,000㎡
未満
②使用する基層及び表層用混合物
の総使用量が500t以上3,000ｔ未満
（コンクリートでは400㎥以上
1,000㎥未満）。
ただし、以下に該当するものにつ
いても小規模工事として取り扱う
ものとする。
１）アスファルト舗装：同一配合
の合材が100t以上のもの

○

舗装施工便覧　平成18年2月
P35,250～251

13　グースア
スファルト舗
装

材料 必須 フィラー（舗装用
石灰石粉）の粒度
試験

JIS A 5008 「舗装施工便覧」表3.3.17によ
る。

・中規模以上の工事：施工前、材料
変更時
・小規模以下の工事：施工前

・中規模以上の工事とは、管理図
を描いた上での管理が可能な工事
をいい、舗装施工面積が10,000㎡
あるいは使用する基層及び表層用
混合物の総使用量が3,000t以上の
場合が該当する。
・小規模工事は管理結果を施工管
理に反映できる規模の工事をい
い、同一工種の施工が数日連続す
る場合で、以下のいずれかに該当
するものをいう。
①施工面積で1,000㎡以上10,000㎡
未満
②使用する基層及び表層用混合物
の総使用量が500t以上3,000ｔ未満
（コンクリートでは400㎥以上
1,000㎥未満）。
ただし、以下に該当するものにつ
いても小規模工事として取り扱う
ものとする。
１）アスファルト舗装：同一配合
の合材が100t以上のもの

○

舗装施工便覧　平成18年2月
P35,250～251

JIS　A　5008の箇所の
み加筆

P. 526

13　グースア
スファルト舗
装

材料 必須 フィラーの水分試
験

JIS A 5008 1％以下 ・中規模以上の工事：施工前、材料
変更時
・小規模以下の工事：施工前

・中規模以上の工事とは、管理図
を描いた上での管理が可能な工事
をいい、舗装施工面積が10,000㎡
あるいは使用する基層及び表層用
混合物の総使用量が3,000t以上の
場合が該当する。
・小規模工事は管理結果を施工管
理に反映できる規模の工事をい
い、同一工種の施工が数日連続す
る場合で、以下のいずれかに該当
するものをいう。
①施工面積で1,000㎡以上10,000㎡
未満
②使用する基層及び表層用混合物
の総使用量が500t以上3,000ｔ未満
（コンクリートでは400㎥以上
1,000㎥未満）。
ただし、以下に該当するものにつ
いても小規模工事として取り扱う
ものとする。
１）アスファルト舗装：同一配合
の合材が100t以上のもの

○

舗装施工便覧　平成18年2月
P35,250～251

13　グースア
スファルト舗
装

材料 必須 フィラー（舗装用
石灰石粉）の水分
試験

JIS A 5008 1％以下 ・中規模以上の工事：施工前、材料
変更時
・小規模以下の工事：施工前

・中規模以上の工事とは、管理図
を描いた上での管理が可能な工事
をいい、舗装施工面積が10,000㎡
あるいは使用する基層及び表層用
混合物の総使用量が3,000t以上の
場合が該当する。
・小規模工事は管理結果を施工管
理に反映できる規模の工事をい
い、同一工種の施工が数日連続す
る場合で、以下のいずれかに該当
するものをいう。
①施工面積で1,000㎡以上10,000㎡
未満
②使用する基層及び表層用混合物
の総使用量が500t以上3,000ｔ未満
（コンクリートでは400㎥以上
1,000㎥未満）。
ただし、以下に該当するものにつ
いても小規模工事として取り扱う
ものとする。
１）アスファルト舗装：同一配合
の合材が100t以上のもの

○

舗装施工便覧　平成18年2月
P35,250～251

JIS　A　5008の箇所の
み加筆

P. 533

22　吹付工 材料 その他
（JISマーク
表示された
レディーミ
クストコン
クリートを
使用する場
合は除く）

骨材のふるい分け
試験

JIS A 1102
JIS A 5005
JIS A 5011-1～4
JIS A 5021

設計図書による 工事開始前、工事中1回／月以上及
び産地が変わった場合。

○

[2017年制定]コンクリート
標準示方書　施工編　P199
～200

のり枠工の設計・施工指針
（改訂版）平成25年10月
（一社）全国特定法面保護
協会　P57,P71

22　吹付工 材料 その他
（JISマーク
表示された
レディーミ
クストコン
クリートを
使用する場
合は除く）

骨材のふるい分け
試験

JIS A 1102
JIS A 5005
JIS A 5011-1～5
JIS A 5021

設計図書による 工事開始前、工事中1回／月以上及
び産地が変わった場合。

○

[2017年制定]コンクリート
標準示方書　施工編　P199
～200

のり枠工の設計・施工指針
（改訂版）平成25年10月
（一社）全国特定法面保護
協会　P57,P71

2020制定規格の追加

P. 533

19　吹付工 材料 その他
（JISマーク
表示された
レディーミ
クストコン
クリートを
使用する場
合は除く）

骨材の密度及び吸
水率試験

JIS A 1109
JIS A 1110
JIS A 5005
JIS A 5011-1～4
JIS A 5021

絶乾密度：2.5以上
細骨材の吸水率：3.5％以下
粗骨材の吸水率：3.0％以下
（砕砂・砕石、高炉スラグ骨材、
フェロニッケルスラグ細骨材、銅
スラグ細骨材の規格値については
摘要を参照）

工事開始前、工事中1回／月以上及
び産地が変わった場合。

JIS A 5005（コンクリート用砕石
及び砕砂）
JIS A 5011-1（コンクリート用ス
ラグ骨材－第1部：高炉スラグ骨
材）
JIS A 5011-2（コンクリート用ス
ラグ骨材－第2部：フェロニッケル
スラグ骨材）
JIS A 5011-3（コンクリート用ス
ラグ骨材－第3部：銅スラグ骨材）
JIS A 5011-4（コンクリート用ス
ラグ骨材－第4部：電気炉酸化スラ
グ骨材）
JIS A 5021（コンクリート用再生
骨材H）

○

[2017年制定]コンクリート
標準示方書　施工編
P47,P52,P199～200

のり枠工の設計・施工指針
（改訂版）平成25年10月
（一社）全国特定法面保護
協会　P57,P71

19　吹付工 材料 その他
（JISマーク
表示された
レディーミ
クストコン
クリートを
使用する場
合は除く）

骨材の密度及び吸
水率試験

JIS A 1109
JIS A 1110
JIS A 5005
JIS A 5011-1～5
JIS A 5021

絶乾密度：2.5以上
細骨材の吸水率：3.5％以下
粗骨材の吸水率：3.0％以下
（砕砂・砕石、高炉スラグ骨材、
フェロニッケルスラグ細骨材、銅
スラグ細骨材の規格値については
摘要を参照）

工事開始前、工事中1回／月以上及
び産地が変わった場合。

JIS A 5005（コンクリート用砕石
及び砕砂）
JIS A 5011-1（コンクリート用ス
ラグ骨材－第1部：高炉スラグ骨
材）
JIS A 5011-2（コンクリート用ス
ラグ骨材－第2部：フェロニッケル
スラグ骨材）
JIS A 5011-3（コンクリート用ス
ラグ骨材－第3部：銅スラグ骨材）
JIS A 5011-4（コンクリート用ス
ラグ骨材－第4部：電気炉酸化スラ
グ骨材）
JIS A 5011-5（コンクリート用ス
ラグ骨材－第5部：石炭ガス化スラ
グ骨材）
JIS A 5021（コンクリート用再生
骨材H）

○

[2017年制定]コンクリート
標準示方書　施工編
P47,P52,P199～200

のり枠工の設計・施工指針
（改訂版）平成25年10月
（一社）全国特定法面保護
協会　P57,P71

2020制定規格の追加

Ⅱ-2



工　種 種別
試験
区分

試験項目 試験方法 規格値 試験時期・頻度 摘　要
試験成績
表等によ
る確認

適用基準 工　種 種別
試験
区分

試験項目 試験方法 規格値 試験時期・頻度 摘　要
試験成績
表等によ
る確認

適用基準 改定理由頁

現行（令和4年版） 改定案（令和5年版）
品質管理基準及び規格値（案） 品質管理基準及び規格値（案）

P. 535

19　吹付工 施工 その他 塩化物総量規制 「コンクリートの
耐久性向上」

原則0.3㎏／㎥以下 コンクリートの打設が午前と午後に
またがる場合は、午前に1回コンク
リート打設前に行い、その試験結果
が塩化物総量の規制値の1／2以下の
場合は、午後の試験を省略すること
ができる。（1試験の測定回数は3回
とする）試験の判定は3回の測定値
の平均値。

・小規模工種※で1工種当りの総使
用量が50㎥未満の場合は1工種1回
以上の試験、またはレディーミク
ストコンクリート工場の品質証明
書等のみとすることができる。1工
種当たりの総使用量が50㎥以上の
場合は、50㎥ごとに1回の試験を行
う。
・骨材に海砂を使用する場合は、
「海砂の塩化物イオン含有率試験
方法」（JSCE-C 502-2018、503-
2018）または設計図書の規定によ
り行う。
・用心鉄筋等を有さない無筋構造
物の場合は省略できる。

※小規模工種とは、以下の工種を
除く工種とする。（橋台、橋脚、
杭類（場所打杭、井筒基礎等）、
橋梁上部工（桁、床版、高欄
等）、擁壁工（高さ1m以上）、函
渠工、樋門、樋管、水門、水路
（内幅2.0m以上）、護岸、ダム及
び堰、トンネル、舗装、その他こ
れらに類する工種及び特記仕様書
で指定された工種）

[2017年制定]コンクリート
標準示方書　施工編　P203

19　吹付工 施工 その他 塩化物総量規制 「コンクリートの
耐久性向上」仕様
書

原則0.3㎏／㎥以下 コンクリートの打設が午前と午後に
またがる場合は、午前に1回コンク
リート打設前に行い、その試験結果
が塩化物総量の規制値の1／2以下の
場合は、午後の試験を省略すること
ができる。（1試験の測定回数は3回
とする）試験の判定は3回の測定値
の平均値。

・小規模工種※で1工種当りの総使
用量が50㎥未満の場合は1工種1回
以上の試験、またはレディーミク
ストコンクリート工場の品質証明
書等のみとすることができる。1工
種当たりの総使用量が50㎥以上の
場合は、50㎥ごとに1回の試験を行
う。
・骨材に海砂を使用する場合は、
「海砂の塩化物イオン含有率試験
方法」（JSCE-C 502-2018、503-
2018）または設計図書の規定によ
り行う。
・用心鉄筋等を有さない無筋構造
物の場合は省略できる。

※小規模工種とは、以下の工種を
除く工種とする。（橋台、橋脚、
杭類（場所打杭、井筒基礎等）、
橋梁上部工（桁、床版、高欄
等）、擁壁工（高さ1m以上）、函
渠工、樋門、樋管、水門、水路
（内幅2.0m以上）、護岸、ダム及
び堰、トンネル、舗装、その他こ
れらに類する工種及び特記仕様書
で指定された工種）

[2017年制定]コンクリート
標準示方書　施工編　P203

訂正

P. 536

20　現場吹付
法枠工

材料 その他
（JISマーク
表示された
レディーミ
クストコン
クリートを
使用する場
合は除く）

骨材のふるい分け
試験

JIS A 1102
JIS A 5005
JIS A 5011-1～4
JIS A 5021

設計図書による 工事開始前、工事中1回／月以上及
び産地が変わった場合。

○

[2017年制定]コンクリート
標準示方書　施工編　P199
～200

のり枠工の設計・施工指針
（改訂版）平成25年10月
（一社）全国特定法面保護
協会　P57,P71

20　現場吹付
法枠工

材料 その他
（JISマーク
表示された
レディーミ
クストコン
クリートを
使用する場
合は除く）

骨材のふるい分け
試験

JIS A 1102
JIS A 5005
JIS A 5011-1～5
JIS A 5021

設計図書による 工事開始前、工事中1回／月以上及
び産地が変わった場合。

○

[2017年制定]コンクリート
標準示方書　施工編　P199
～200

のり枠工の設計・施工指針
（改訂版）平成25年10月
（一社）全国特定法面保護
協会　P57,P71

2020制定規格の追加

P. 536

20　現場吹付
法枠工

材料 その他
（JISマーク
表示された
レディーミ
クストコン
クリートを
使用する場
合は除く）

骨材の密度及び吸
水率試験

JIS A 1109
JIS A 1110
JIS A 5005
JIS A 5011-1～4
JIS A 5021

絶乾密度：2.5以上
細骨材の吸水率：3.5％以下
粗骨材の吸水率：3.0％以下
（砕砂・砕石、高炉スラグ骨材、
フェロニッケルスラグ細骨材、銅
スラグ細骨材の規格値については
摘要を参照）

工事開始前、工事中1回／月以上及
び産地が変わった場合。

JIS A 5005（コンクリート用砕石
及び砕砂）
JIS A 5011-1（コンクリート用ス
ラグ骨材－第1部：高炉スラグ骨
材）
JIS A 5011-2（コンクリート用ス
ラグ骨材－第2部：フェロニッケル
スラグ骨材）
JIS A 5011-3（コンクリート用ス
ラグ骨材－第3部：銅スラグ骨材）
JIS A 5011-4（コンクリート用ス
ラグ骨材－第4部：電気炉酸化スラ
グ骨材）
JIS A 5021（コンクリート用再生
骨材H）

○

[2017年制定]コンクリート
標準示方書　施工編
P47,P52,P199～200

のり枠工の設計・施工指針
（改訂版）平成25年10月
（一社）全国特定法面保護
協会　P57,P71

20　現場吹付
法枠工

材料 その他
（JISマーク
表示された
レディーミ
クストコン
クリートを
使用する場
合は除く）

骨材の密度及び吸
水率試験

JIS A 1109
JIS A 1110
JIS A 5005
JIS A 5011-1～5
JIS A 5021

絶乾密度：2.5以上
細骨材の吸水率：3.5％以下
粗骨材の吸水率：3.0％以下
（砕砂・砕石、高炉スラグ骨材、
フェロニッケルスラグ細骨材、銅
スラグ細骨材の規格値については
摘要を参照）

工事開始前、工事中1回／月以上及
び産地が変わった場合。

JIS A 5005（コンクリート用砕石
及び砕砂）
JIS A 5011-1（コンクリート用ス
ラグ骨材－第1部：高炉スラグ骨
材）
JIS A 5011-2（コンクリート用ス
ラグ骨材－第2部：フェロニッケル
スラグ骨材）
JIS A 5011-3（コンクリート用ス
ラグ骨材－第3部：銅スラグ骨材）
JIS A 5011-4（コンクリート用ス
ラグ骨材－第4部：電気炉酸化スラ
グ骨材）
JIS A 5011-5（コンクリート用ス
ラグ骨材－第5部：石炭ガス化スラ
グ骨材）
JIS A 5021（コンクリート用再生
骨材H）

○

[2017年制定]コンクリート
標準示方書　施工編
P47,P52,P199～200

のり枠工の設計・施工指針
（改訂版）平成25年10月
（一社）全国特定法面保護
協会　P57,P71

2020制定規格の追加

P. 538

20　現場吹付
法枠工

施工 その他 塩化物総量規制 「コンクリートの
耐久性向上」

原則0.3㎏／㎥以下 コンクリートの打設が午前と午後に
またがる場合は、午前に1回コンク
リート打設前に行い、その試験結果
が塩化物総量の規制値の1／2以下の
場合は、午後の試験を省略すること
ができる。（1試験の測定回数は3回
とする）試験の判定は3回の測定値
の平均値。

・小規模工種※で1工種当りの総使
用量が50㎥未満の場合は1工種1回
以上の試験、またはレディーミク
ストコンクリート工場の品質証明
書等のみとすることができる。1工
種当たりの総使用量が50㎥以上の
場合は、50㎥ごとに1回の試験を行
う。
・骨材に海砂を使用する場合は、
「海砂の塩化物イオン含有率試験
方法」（JSCE-C 502-2018、503-
2018）または設計図書の規定によ
り行う。
※小規模工種については、スラン
プ試験の項目を参照

[2017年制定]コンクリート
標準示方書　施工編　P203

のり枠工の設計・施工指針
（改訂版）平成25年10月
（一社）全国特定法面保護
協会　P57,P71

20　現場吹付
法枠工

施工 その他 塩化物総量規制 「コンクリートの
耐久性向上」仕様
書

原則0.3㎏／㎥以下 コンクリートの打設が午前と午後に
またがる場合は、午前に1回コンク
リート打設前に行い、その試験結果
が塩化物総量の規制値の1／2以下の
場合は、午後の試験を省略すること
ができる。（1試験の測定回数は3回
とする）試験の判定は3回の測定値
の平均値。

・小規模工種※で1工種当りの総使
用量が50㎥未満の場合は1工種1回
以上の試験、またはレディーミク
ストコンクリート工場の品質証明
書等のみとすることができる。1工
種当たりの総使用量が50㎥以上の
場合は、50㎥ごとに1回の試験を行
う。
・骨材に海砂を使用する場合は、
「海砂の塩化物イオン含有率試験
方法」（JSCE-C 502-2018、503-
2018）または設計図書の規定によ
り行う。
※小規模工種については、スラン
プ試験の項目を参照

[2017年制定]コンクリート
標準示方書　施工編　P203

のり枠工の設計・施工指針
（改訂版）平成25年10月
（一社）全国特定法面保護
協会　P57,P71

訂正

P. 547

26　コンク
リートダム

材料（JISマーク
表示されたレ
ディーミクストコ
ンクリートを使用
する場合は除く）

その他 骨材の密度及び吸
水率試験

JIS A 1109
JIS A 1110
JIS A 5005
JIS A 5011-1～4
JIS A 5021

絶乾密度：2.5以上
吸水率　：[2013年制定]コンク
リート標準示方書　ダムコンク
リート編による。

工事開始前、工事中1回／月以上及
び産地が変わった場合。

JIS A 5005（コンクリート用砕石
及び砕砂）
JIS A 5011-1（コンクリート用ス
ラグ骨材－第1部：高炉スラグ骨
材）
JIS A 5011-2（コンクリート用ス
ラグ骨材－第2部：フェロニッケル
スラグ骨材）
JIS A 5011-3（コンクリート用ス
ラグ骨材－第3部：銅スラグ骨材）
JIS A 5011-4（コンクリート用ス
ラグ骨材－第4部：電気炉酸化スラ
グ骨材）
JIS A 5021（コンクリート用再生
骨材H）

○

[2017年制定]コンクリート
標準示方書　施工編
P47,P52,P199～200

[2013年制定]コンクリート
標準示方書　ダムコンク
リート編　P47,48

26　コンク
リートダム

材料（JISマーク
表示されたレ
ディーミクストコ
ンクリートを使用
する場合は除く）

その他 骨材の密度及び吸
水率試験

JIS A 1109
JIS A 1110
JIS A 5005
JIS A 5011-1～5
JIS A 5021

絶乾密度：2.5以上
吸水率　：[2013年制定]コンク
リート標準示方書　ダムコンク
リート編による。

工事開始前、工事中1回／月以上及
び産地が変わった場合。

JIS A 5005（コンクリート用砕石
及び砕砂）
JIS A 5011-1（コンクリート用ス
ラグ骨材－第1部：高炉スラグ骨
材）
JIS A 5011-2（コンクリート用ス
ラグ骨材－第2部：フェロニッケル
スラグ骨材）
JIS A 5011-3（コンクリート用ス
ラグ骨材－第3部：銅スラグ骨材）
JIS A 5011-4（コンクリート用ス
ラグ骨材－第4部：電気炉酸化スラ
グ骨材）
JIS A 5011-5（コンクリート用ス
ラグ骨材－第5部：石炭ガス化スラ
グ骨材）
JIS A 5021（コンクリート用再生
骨材H）

○

[2017年制定]コンクリート
標準示方書　施工編
P47,P52,P199～200

[2013年制定]コンクリート
標準示方書　ダムコンク
リート編　P47,48

2020制定規格の追加

P. 549

26　コンク
リートダム

施工 必須 塩化物総量規制 「コンクリートの
耐久性向上」

原則0.3㎏／㎥以下 コンクリートの打設が午前と午後に
またがる場合は、午前に1回コンク
リート打設前に行い、その試験結果
が塩化物総量の規制値の1／2以下の
場合は、午後の試験を省略すること
ができる。（1試験の測定回数は3回
とする）試験の判定は3回の測定値
の平均値。

・小規模工種※で1工種当りの総使
用量が50㎥未満の場合は1工種1回
以上の試験、またはレディーミク
ストコンクリート工場の品質証明
書等のみとすることができる。1工
種当たりの総使用量が50㎥以上の
場合は、50㎥ごとに1回の試験を行
う。
・骨材に海砂を使用する場合は、
「海砂の塩化物イオン含有率試験
方法」（JSCE-C 502-2018、503-
2018）または設計図書の規定によ
り行う。
※小規模工種とは、以下の工種を
除く工種とする。（橋台、橋脚、
杭類（場所打杭、井筒基礎等）、
橋梁上部工（桁、床版、高欄
等）、擁壁工（高さ1m以上）、函
渠工、樋門、樋管、水門、水路
（内幅2.0m以上）、護岸、ダム及
び堰、トンネル、舗装、その他こ
れらに類する工種及び特記仕様書
で指定された工種）

[2017年制定]コンクリート
標準示方書　施工編　P203

26　コンク
リートダム

施工 必須 塩化物総量規制 「コンクリートの
耐久性向上」仕様
書

原則0.3㎏／㎥以下 コンクリートの打設が午前と午後に
またがる場合は、午前に1回コンク
リート打設前に行い、その試験結果
が塩化物総量の規制値の1／2以下の
場合は、午後の試験を省略すること
ができる。（1試験の測定回数は3回
とする）試験の判定は3回の測定値
の平均値。

・小規模工種※で1工種当りの総使
用量が50㎥未満の場合は1工種1回
以上の試験、またはレディーミク
ストコンクリート工場の品質証明
書等のみとすることができる。1工
種当たりの総使用量が50㎥以上の
場合は、50㎥ごとに1回の試験を行
う。
・骨材に海砂を使用する場合は、
「海砂の塩化物イオン含有率試験
方法」（JSCE-C 502-2018、503-
2018）または設計図書の規定によ
り行う。
※小規模工種とは、以下の工種を
除く工種とする。（橋台、橋脚、
杭類（場所打杭、井筒基礎等）、
橋梁上部工（桁、床版、高欄
等）、擁壁工（高さ1m以上）、函
渠工、樋門、樋管、水門、水路
（内幅2.0m以上）、護岸、ダム及
び堰、トンネル、舗装、その他こ
れらに類する工種及び特記仕様書
で指定された工種）

[2017年制定]コンクリート
標準示方書　施工編　P203

訂正

P. 551
26　コンク
リートダム

施工 その他 コンクリートのブ
リージング試験

JIS A 1123 設計図書による 1回1ヶ
当初及び品質に異常が認められる場
合に行う。

26　コンク
リートダム

施工 その他 コンクリートのブ
リーディング試験

JIS A 1123 設計図書による 1回1ヶ
当初及び品質に異常が認められる場
合に行う。

規格名称と整合

P. 552

27　覆工コン
クリート
（NATM）

材料（JISマーク
表示されたレ
ディーミクストコ
ンクリートを使用
する場合は除く）

その他 骨材のふるい分け
試験

JIS A 1102
JIS A 5005
JIS A 5011-1～4
JIS A 5021

設計図書による 工事開始前、工事中1回／月以上及
び産地が変わった場合。

○

[2017年制定]コンクリート
標準示方書　施工編　P199
～200

27　覆工コン
クリート
（NATM）

材料（JISマーク
表示されたレ
ディーミクストコ
ンクリートを使用
する場合は除く）

その他 骨材のふるい分け
試験

JIS A 1102
JIS A 5005
JIS A 5011-1～5
JIS A 5021

設計図書による 工事開始前、工事中1回／月以上及
び産地が変わった場合。

○

[2017年制定]コンクリート
標準示方書　施工編　P199
～200

2020制定規格の追加

P. 552

27　覆工コン
クリート
（NATM）

材料（JISマーク
表示されたレ
ディーミクストコ
ンクリートを使用
する場合は除く）

その他 骨材の密度及び吸
水率試験

JIS A 1109
JIS A 1110
JIS A 5005
JIS A 5011-1～4
JIS A 5021

絶乾密度：2.5以上
細骨材の吸水率：3.5％以下
粗骨材の吸水率：3.0％以下
（砕砂・砕石、高炉スラグ骨材、
フェロニッケルスラグ細骨材、銅
スラグ細骨材の規格値については
摘要を参照）

工事開始前、工事中1回／月以上及
び産地が変わった場合。

JIS A 5005（コンクリート用砕石
及び砕砂）
JIS A 5011-1（コンクリート用ス
ラグ骨材－第1部：高炉スラグ骨
材）
JIS A 5011-2（コンクリート用ス
ラグ骨材－第2部：フェロニッケル
スラグ骨材）
JIS A 5011-3（コンクリート用ス
ラグ骨材－第3部：銅スラグ骨材）
JIS A 5011-4（コンクリート用ス
ラグ骨材－第4部：電気炉酸化スラ
グ骨材）
JIS A 5021（コンクリート用再生
骨材H）

○

[2017年制定]コンクリート
標準示方書　施工編
P47,P52,P199～200

27　覆工コン
クリート
（NATM）

材料（JISマーク
表示されたレ
ディーミクストコ
ンクリートを使用
する場合は除く）

その他 骨材の密度及び吸
水率試験

JIS A 1109
JIS A 1110
JIS A 5005
JIS A 5011-1～5
JIS A 5021

絶乾密度：2.5以上
細骨材の吸水率：3.5％以下
粗骨材の吸水率：3.0％以下
（砕砂・砕石、高炉スラグ骨材、
フェロニッケルスラグ細骨材、銅
スラグ細骨材の規格値については
摘要を参照）

工事開始前、工事中1回／月以上及
び産地が変わった場合。

JIS A 5005（コンクリート用砕石
及び砕砂）
JIS A 5011-1（コンクリート用ス
ラグ骨材－第1部：高炉スラグ骨
材）
JIS A 5011-2（コンクリート用ス
ラグ骨材－第2部：フェロニッケル
スラグ骨材）
JIS A 5011-3（コンクリート用ス
ラグ骨材－第3部：銅スラグ骨材）
JIS A 5011-4（コンクリート用ス
ラグ骨材－第4部：電気炉酸化スラ
グ骨材）
JIS A 5011-5（コンクリート用ス
ラグ骨材－第5部：石炭ガス化スラ
グ骨材
JIS A 5021（コンクリート用再生
骨材H）

○

[2017年制定]コンクリート
標準示方書　施工編
P47,P52,P199～200

2020制定規格の追加

Ⅱ-3



工　種 種別
試験
区分

試験項目 試験方法 規格値 試験時期・頻度 摘　要
試験成績
表等によ
る確認

適用基準 工　種 種別
試験
区分

試験項目 試験方法 規格値 試験時期・頻度 摘　要
試験成績
表等によ
る確認

適用基準 改定理由頁

現行（令和4年版） 改定案（令和5年版）
品質管理基準及び規格値（案） 品質管理基準及び規格値（案）

P. 555

27　覆工コン
クリート
（NATM）

施工 必須 塩化物総量規制 「コンクリートの
耐久性向上」

原則0.3㎏／㎥以下 コンクリートの打設が午前と午後に
またがる場合は、午前に1回コンク
リート打設前に行い、その試験結果
が塩化物総量の規制値の1／2以下の
場合は、午後の試験を省略すること
ができる。（1試験の測定回数は3回
とする）試験の判定は3回の測定値
の平均値。

・骨材に海砂を使用する場合は、
「海砂の塩化物イオン含有率試験
方法」（JSCE-C　502-2018,503-
2018）または設計図書の規定によ
り行う。

[2017年制定]コンクリート
標準示方書　施工編　P203

27　覆工コン
クリート
（NATM）

施工 必須 塩化物総量規制 「コンクリートの
耐久性向上」仕様
書

原則0.3㎏／㎥以下 コンクリートの打設が午前と午後に
またがる場合は、午前に1回コンク
リート打設前に行い、その試験結果
が塩化物総量の規制値の1／2以下の
場合は、午後の試験を省略すること
ができる。（1試験の測定回数は3回
とする）試験の判定は3回の測定値
の平均値。

・骨材に海砂を使用する場合は、
「海砂の塩化物イオン含有率試験
方法」（JSCE-C　502-2018,503-
2018）または設計図書の規定によ
り行う。

[2017年制定]コンクリート
標準示方書　施工編　P203

訂正

P. 555

27　覆工コン
クリート
（NATM）

施工後試験 必須 テストハンマーに
よる強度推定調査

JSCE-G 504-2013 設計基準強度 強度が同じブロックを1構造物の単
位とし、各単位につき3ヶ所の調査
を実施。また、調査の結果、平均値
が設計基準強度を下回った場合と、
1回の試験結果が設計基準強度の
85％以下となった場合は、その箇所
の周辺において、再調査を5ヶ所実
施。
材齢28日～91日の間に試験を行う。

再調査の平均強度が、所定の強度
が得られない場合、もしくは1ヶ所
の強度が設計強度の85％を下回っ
た場合は、コアによる強度試験を
行う。
工期等により、基準期間内に調査
を行えない場合は監督職員と協議
するものとする。

[2018年制定]コンクリート
標準示方書　規準編（土木
学会規準）P364

「硬化コンクリートのテス
トハンマー強度の試験方
法」

27　覆工コン
クリート
（NATM）

施工後試験 必須 テストハンマーに
よる強度推定調査

JSCE-G 504-2013 設計基準強度 トンネルは1打設部分を単位とし、
各単位につき3カ所の調査を実施す
る。
また、調査の結果、平均値が設計基
準強度を下回った場合と、1回の試
験結果が設計基準強度の85％以下と
なった場合は、その箇所の周辺にお
いて、再調査を5カ所実施。
材齢28日～91日の間に試験を行う。

再調査の平均強度が、所定の強度
が得られない場合、もしくは1ヶ所
の強度が設計強度の85％を下回っ
た場合は、コアによる強度試験を
行う。
工期等により、基準期間内に調査
を行えない場合は監督職員と協議
するものとする。

[2018年制定]コンクリート
標準示方書　規準編（土木
学会規準）P364

「硬化コンクリートのテス
トハンマー強度の試験方
法」

鉄筋コンクリート擁壁及
びカルバート類の試験・
頻度の記載の追加

P. 558

28　吹付けコ
ンクリート
（NATM）

施工 必須 塩化物総量規制 「コンクリートの
耐久性向上」

原則0.3㎏／㎥以下 コンクリートの打設が午前と午後に
またがる場合は、午前に1回コンク
リート打設前に行い、その試験結果
が塩化物総量の規制値の1／2以下の
場合は、午後の試験を省略すること
ができる。（1試験の測定回数は3回
とする）試験の判定は3回の測定値
の平均値。

・骨材に海砂を使用する場合は、
「海砂の塩化物イオン含有率試験
方法」（JSCE-C　502-2018,503-
2018）または設計図書の規定によ
り行う。

[2017年制定]コンクリート
標準示方書　施工編　P203

28　吹付けコ
ンクリート
（NATM）

施工 必須 塩化物総量規制 「コンクリートの
耐久性向上」仕様
書

原則0.3㎏／㎥以下 コンクリートの打設が午前と午後に
またがる場合は、午前に1回コンク
リート打設前に行い、その試験結果
が塩化物総量の規制値の1／2以下の
場合は、午後の試験を省略すること
ができる。（1試験の測定回数は3回
とする）試験の判定は3回の測定値
の平均値。

・骨材に海砂を使用する場合は、
「海砂の塩化物イオン含有率試験
方法」（JSCE-C　502-2018,503-
2018）または設計図書の規定によ
り行う。

[2017年制定]コンクリート
標準示方書　施工編　P203

訂正

P. 563

32　排水性舗
装工・透水性
舗装工

材料 必須 フィラーの粒度試
験

JIS A 5008 「舗装施工便覧」3-3-2（4）によ
る。

・中規模以上の工事：施工前、材料
変更時
・小規模以下の工事：施工前

・中規模以上の工事とは、管理図
を描いた上での管理が可能な工事
をいい、舗装施工面積が10,000㎡
あるいは使用する基層及び表層用
混合物の総使用量が3,000t以上の
場合が該当する。
・小規模工事は管理結果を施工管
理に反映できる規模の工事をい
い、同一工種の施工が数日連続す
る場合で、以下のいずれかに該当
するものをいう。
①施工面積で1,000㎡以上10,000㎡
未満
②使用する基層及び表層用混合物
の総使用量が500t以上3,000ｔ未満
（コンクリートでは400㎥以上
1,000㎥未満）。
ただし、以下に該当するものにつ
いても小規模工事として取り扱う
ものとする。
１）アスファルト舗装：同一配合
の合材が100t以上のもの

○

舗装施工便覧　平成18年2月
P250～251,34

32　排水性舗
装工・透水性
舗装工

材料 必須 フィラー（舗装用
石灰石粉）の粒度
試験

JIS A 5008 「舗装施工便覧」3-3-2（4）によ
る。

・中規模以上の工事：施工前、材料
変更時
・小規模以下の工事：施工前

・中規模以上の工事とは、管理図
を描いた上での管理が可能な工事
をいい、舗装施工面積が10,000㎡
あるいは使用する基層及び表層用
混合物の総使用量が3,000t以上の
場合が該当する。
・小規模工事は管理結果を施工管
理に反映できる規模の工事をい
い、同一工種の施工が数日連続す
る場合で、以下のいずれかに該当
するものをいう。
①施工面積で1,000㎡以上10,000㎡
未満
②使用する基層及び表層用混合物
の総使用量が500t以上3,000ｔ未満
（コンクリートでは400㎥以上
1,000㎥未満）。
ただし、以下に該当するものにつ
いても小規模工事として取り扱う
ものとする。
１）アスファルト舗装：同一配合
の合材が100t以上のもの

○

舗装施工便覧　平成18年2月
P250～251,34

JIS　A　5008の箇所の
み加筆

P. 563

32　排水性舗
装工・透水性
舗装工

材料 必須 フィラーの水分試
験

JIS A 5008 1％以下 ・中規模以上の工事：施工前、材料
変更時
・小規模以下の工事：施工前

・中規模以上の工事とは、管理図
を描いた上での管理が可能な工事
をいい、舗装施工面積が10,000㎡
あるいは使用する基層及び表層用
混合物の総使用量が3,000t以上の
場合が該当する。
・小規模工事は管理結果を施工管
理に反映できる規模の工事をい
い、同一工種の施工が数日連続す
る場合で、以下のいずれかに該当
するものをいう。
①施工面積で1,000㎡以上10,000㎡
未満
②使用する基層及び表層用混合物
の総使用量が500t以上3,000ｔ未満
（コンクリートでは400㎥以上
1,000㎥未満）。
ただし、以下に該当するものにつ
いても小規模工事として取り扱う
ものとする。
１）アスファルト舗装：同一配合
の合材が100t以上のもの

○

舗装施工便覧　平成18年2月
P250～251,35

32　排水性舗
装工・透水性
舗装工

材料 必須 フィラー（舗装用
石灰石粉）の水分
試験

JIS A 5008 1％以下 ・中規模以上の工事：施工前、材料
変更時
・小規模以下の工事：施工前

・中規模以上の工事とは、管理図
を描いた上での管理が可能な工事
をいい、舗装施工面積が10,000㎡
あるいは使用する基層及び表層用
混合物の総使用量が3,000t以上の
場合が該当する。
・小規模工事は管理結果を施工管
理に反映できる規模の工事をい
い、同一工種の施工が数日連続す
る場合で、以下のいずれかに該当
するものをいう。
①施工面積で1,000㎡以上10,000㎡
未満
②使用する基層及び表層用混合物
の総使用量が500t以上3,000ｔ未満
（コンクリートでは400㎥以上
1,000㎥未満）。
ただし、以下に該当するものにつ
いても小規模工事として取り扱う
ものとする。
１）アスファルト舗装：同一配合
の合材が100t以上のもの

○

舗装施工便覧　平成18年2月
P250～251,35

JIS　A　5008の箇所の
み加筆
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